
第６ 期第１ 回 豊島区子ども ・ 子育て会議 次第 

 

令和６年５月１７日（金） 

午後６時３０分～ 

本庁舎５階 ５０９・５１０会議室 

 

 

１  開 会 

２  区長挨拶 

３  委員紹介 

４  正副会長選出 

５  子ど も ・ 子育て会議への諮問 

６  議 事 

（ １ ） 子ど も ・ 子育て会議の運営について  

（ ２ ） 専門委員会の設置について  

（ ３ ） 子ど も ・ 子育て支援事業計画改定ス ケジュ ール 

（ ４ ） 子育て支援ニーズ調査について  

７  閉会 

 

【 資  料】  

資料１   豊島区子ど も ・ 子育て会議委員名簿（ 第６ 期）  

資料２  豊島区子ど も ・ 子育て会議条例・ 施行規則 

資料３  第６ 期 豊島区子ど も ・ 子育て会議の運営について 

資料４  専門委員会の設置について 

資料５  「 豊島区子ど も ・ 若者総合計画」 の改定について 

資料６  ス ケジュ ール 

資料７  保護者へのアンケート 結果について前回と の比較 

（ 冊子）  豊島区子ど も ・ 若者の実態・ 意識に関する 調査 

（ 冊子）  豊島区子ど も ・ 若者総合計画（ 会場にて配布）  

  



選出区分 氏　 　 名 所属 備考

島田　 由紀子 大学関係等（ 國學院大學教授） 再任

五十嵐　 元子 大学関係等（ 白梅学園大学准教授） 再任

廣 井　 雄 一 大学関係等（ 國學院大學准教授） 新任

髙 橋　 朗 子 私立幼稚園連合会（ 学習院幼稚園園長） 再任

齋 藤　 玲 子 私立保育園園長会（ みのり 保育園園長） 新任

山 口　 雅 代
私立保育園園長会
 （ 雑司が谷すき っ ぷ保育園園長）

新任

渡 辺　 智 子
子育て事業従事者
 （ ド リ ーム キッ ズすがも 保育園園長）

新任

吉 村　 英 里 公募委員 新任

奈 良　 恭 子 公募委員 新任

木村　 望友紀 公募委員 新任

区立小学校校長 田　 中　 　 明 小学校校長会（ 高南小学校校長） 再任

小学校Ｐ Ｔ Ａ 連合会 戸井田　 周一 小学校PTA連合会 再任

期間　 ： 令和６ 年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月３ １ 日（ ２ 年間）

豊島区子ど も ・ 子育て会議委員名簿（ 第６ 期）

学識経験者

子育て事業者
及び従事者

子育て事業利用者

令和6年5月17日

第1回子ども・子育て会議
資料1-1



職　　　名 氏　　名 備　考

1 子ども家庭部長 活　田　　啓　文

2 教育委員会事務局教育部長 兒　玉　　辰　哉

3 子ども家庭部子ども若者課長 小　椋　　瑞　穂

4 子ども家庭部子育て支援課長 安 達　　絵美子

5 子ども家庭部子ども家庭支援センター長 山　本　　り　か

6 子ども家庭部保育課 渡　邉　　明日香

7 子ども家庭部保育政策担当課長 長　澤　　義　彦

8 子ども家庭部保育支援担当課長 樋　口　　友　久

9 健康部健康推進課長 坂　本　　利　美

10 　 教育委員会事務局教育施策推進担当課長 後　閑　　啓　太

11 教育委員会事務局放課後対策課長 村　山　　康　介

区関係理事者名簿

令和6年5月17日

第1回子ども・子育て会議
資料1-2
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○豊島区子ど も ・ 子育て会議条例 

平成25年７ 月８ 日 

条例第29号 

（ 設置）  

第１ 条 子ども ・ 子育て支援法（ 平成24年法律第65号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第72条第１

項の規定に基づき 、 区長の附属機関と し て、 豊島区子ども ・ 子育て会議（ 以下「 子育て会

議」 と いう 。 ） を置く 。  

（ 令５ 条例10・ 一部改正）  

（ 所掌事務）  

第２ 条 子育て会議は、 区長の諮問に応じ 、 法第72条第１ 項各号に規定する 事務を処理す

る も のと する 。  

（ 令５ 条例10・ 一部改正）  

（ 組織）  

第３ 条 子育て会議は、 区長が委嘱する 委員12人以内をも って組織する 。  

（ 委員の任期）  

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年と し 、 補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。 ただし 、

再任を妨げない。  

（ 会長及び副会長）  

第５ 条 子育て会議に、 会長及び副会長を置く 。  

２  会長は、 委員の互選によ って定める 。  

３  副会長は、 会長の指名する 委員をも って充てる 。  

４  会長は、 子育て会議を代表し 、 会務を総理する 。  

５  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故ある と き は、 その職務を代理する 。  

（ 招集）  

第６ 条 子育て会議は、 会長が招集する 。  

（ 定足数及び表決数）  

第７ 条 子育て会議は、 委員の過半数の出席がなければ会議を開く こ と ができ ない。  

２  議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は会長の決する と こ ろによ る 。  

（ 専門委員）  

第８ 条 専門的な事項を調査審議さ せる ため必要がある と き は、子育て会議に専門委員を置

く こ と ができ る 。  
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２  専門委員は、 委員のう ちから 会長が指名する 。  

（ 庶務）  

第９ 条 子育て会議の庶務は、 子ども 家庭部において処理する 。  

（ 委任）  

第10条 こ の条例に定める も ののほか、 議事の手続その他会議の運営に関し 必要な事項は、

規則で定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

（ 特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部改正）  

２  特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する 条例（ 昭和31年豊島区条例

第20号） の一部を次のよ う に改正する 。  

〔 次のよ う 〕 略 

附 則（ 令和５ 年３ 月22日条例第10号） 抄 

（ 施行期日）  

第１ 条 こ の条例は、 令和５ 年４ 月１ 日（ 以下「 施行日」 と いう 。 ） から 施行する 。  

 

 

○豊島区子ど も ・ 子育て会議条例施行規則 
平成25年７ 月23日 

規則第60号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の規則は、 豊島区子ども ・ 子育て会議条例（ 平成25年豊島区条例第29号。 以

下「 条例」 と いう 。 ） 第10条の規定に基づき 、 豊島区子ども ・ 子育て会議（ 以下

「 子育て会議」 と いう 。 ） の運営に関し 必要な事項を定める も のと する 。  

（ 専門委員）  

第２ 条 条例第８ 条第２ 項に規定する 専門委員は、 ３ 人以内と する 。  

（ 意見聴取等）  

第３ 条 子育て会議は、 必要がある と 認める と き は、 委員以外の者の出席を求め、 意見

を聞く こ と ができ る 。  

（ 委任）  

第４ 条 こ の規則に定める も ののほか、 子育て会議の運営に関し 必要な事項は、 会長が

子育て会議に諮っ て定める 。  

附 則 

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  
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【 参考】  

○子ど も ・ 子育て支援法（ 抜粋）  

平成24年8月22日 

法律第65号 

 

第七十二条 市町村は、条例で定める と こ ろによ り 、 次に掲げる 事務を処理する ため、審議

会その他の合議制の機関を置く よ う 努める も のと する 。  

一 特定教育・ 保育施設の利用定員の設定に関し 、第三十一条第二項に規定する 事項を処理

する こ と 。  

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し 、第四十三条第二項に規定する 事項を処理

する こ と 。  

三 市町村子ども・ 子育て支援事業計画に関し 、第六十一条第七項に規定する 事項を処理す

る こ と 。  

四 当該市町村における 子ども・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関し

必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議する こ と 。  

２  前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる 事務を処理する に当たっては、地域の子ども

及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければなら ない。  

３  前二項に定める も ののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し 必要な事項は、

市町村の条例で定める 。  

４  都道府県は、条例で定める と こ ろによ り 、次に掲げる 事務を処理する ため、審議会その

他の合議制の機関を置く よ う 努める も のと する 。  

一 都道府県子ども・ 子育て支援事業支援計画に関し 、第六十二条第五項に規定する 事項を

処理する こ と 。  

二 当該都道府県における 子ども・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関

し 必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議する こ と 。  

５  第二項及び第三項の規定は、前項の規定によ り 都道府県に合議制の機関が置かれた場合

に準用する 。  
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第６ 期 豊島区子ども ・ 子育て会議の運営について 

 

１ ． 子ども ・ 子育て会議について 

子ども ・ 子育て支援法の規定に基づき 、 条例で区長の附属機関と し て設置さ れ、 子育て支援に関

する 施策の総合的・ 計画的な推進に関する 事項や施策の実施状況について意見を述べたり 、 調査審

議する機関 

 

２ ． 審議事項（ 条例第２ 条）  

（ １ ） 特定教育・ 保育施設の利用定員の設定に関し 、 意見を述べる こ と  

（ ２ ） 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し 、 意見を述べる こ と  

（ ３ ） 子ども ・ 子育て支援事業計画の策定・ 変更に際し 、 意見を述べる こ と  

（ ４ ） 子ども ・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関し 必要な事項及び当該施設

の実施状況を調査審議する こ と  

 

３ ． 委員数（ 条例第３ 条）  

 １ ２ 人 

 

４ ． 任期（ 条例第４ 条）  

  ２ 年間 （ 第６ 期は、 令和６ 年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月３ １ 日まで）  

 

５ ． 専門委員（ 条例第８ 条）  

  専門的な事項を調査審議する ために必要がある と き は、 専門委員を置く こ と ができ る 。  

  専門委員は、 委員のう ちから 会長が指名する 。  

 

６ ． 子ども ・ 子育て支援事業計画の改定について 

  現在の豊島区子ども・ 子育て支援事業計画（ 令和２ ～６ 年度） を改定し 、令和７ 年度～令和 11 年

度を期間と する 計画に改定する 。  

 

 

 

 

 

 



                              

７ ． スケジュ ール（ 予定）  

会議は年３ 回～４ 回程度開催する 。 専門委員会は必要に応じ て開催する 。  

年度 回 開催時期 主な議題（ 案）  

６ 年度 

第１ 回 
５ 月１ ７ 日( 金)  

１ ８ 時３ ０ 分～ 

・ 豊島区の現状についてについて 

・ 計画の改定スケジュ ールについて 

第２ 回 
９ 月３ 日( 火)  

１ ０ 時～ 

・ 子ども・ 子育て支援事業計画実績報告 

・ 教育・ 保育量の見込みと 確保方策につ

いて 

・ 地域子ど も 子育て支援事業の量の見

込みについて 

第３ 回 
１ ０ 月２ ８ 日( 月)  

１ ０ 時～ 

・ 子ども・ 子育て支援事業計画の素案に

ついて 

第４ 回 ３ 月頃 
・ 子ども・ 子育て支援事業計画の改定案

について（ 最終報告）  

７ 年度 年２ 回 ・ 計画の進捗状況について 
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令和６ 年５ 月１ ７ 日 

保 育 政 策 担 当 課  

 

○０ ～５ 歳人口の減少や保育施設の定員割れ、在宅子育て家庭の支援など 、保育

を 取り 巻く 環境は大き く 変化 

○こ う し た中、 区では、 昨年度庁内検討組織を 設置し 、 保育の状況や課題、 今後

の検討の方向性を検討 

○そこ で、 ま ず、 少子社会における 区立保育園の役割を 明確化する こ と と し 、  

今後の区立保育園のあり 方の検討を 深めていく ため、 専門的な知見に基づく

意見等を 伺う  

 

 

○今後の区立保育園のあり 方は、①保育施設の利用定員に直結する こ と 、②子ど

も ・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関し 必要な事項に

あたる こ と から 、 子ど も ・ 子育て会議において検討いただく  

○検討にあたっ ては、 豊島区子ど も ・ 子育て会議条例第８ 条の規定に基づき 、

専門委員会を 設置 

 

 

○専門委員会は、以下の事項を 専門的見地から 審議する も のと し 、提言策定ま で

の時限設置と する  

（ １ ） 今後の区立保育園に求めら れる 役割 

（ ２ ） 今後の区立保育士の役割、 人材育成 

（ ３ ） その他区立保育園のあり 方に関する 事項 

○専門委員会では、 令和６ 年度に５ 回程度検討し 、 検討結果は子ど も ・ 子育て

会議から の提言と し て報告いただく  

○専門委員会でのご 意見は、 基本計画（ 素案）、 子ど も ・ 若者総合計画及び   

子ど も ・ 子育て支援事業計画に反映 

 

 

○豊島区子ど も・ 子育て会議条例施行規則第２ 条によ り 、専門委員会の構成委員

は、 ３ 人以内と 規定 

○豊島区子ど も・ 子育て会議条例施行規則第３ 条には、必要がある と 認める と き

は、 委員以外の者の出席を 求め、 意見を 聞く こ と ができ る と の規定があり 、  

専門的な視点で意見を 伺う こ と を 目的と し て、 外部有識者を ３ 人入れる  
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○専門委員会構成（ 案）  

専門委員 学識経験者並びに子育て事業者及び従事者から ３ 人以内 

外部有識者 
保育に対する 知見を 有する も のや豊島区の保育の状況に関

し 知見を 有する も のから ３ 人以内 

 

 

令和６ 年 ６ 月   専門委員会（ 第１ 回） 開催 

７ 月   専門委員会（ 第２ 回） 開催 

８ 月   専門委員会（ 第３ 回） 開催 

中間取り ま と め ⇒ 基本計画（ 素案） へ反映 

１ ０ ～１ ２ 月 専門委員会（ 第４ ， ５ 回） 開催 

令和７ 年 ３ 月   子ど も ・ 子育て会議での提言（ 答申）  
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「 豊島区子ど も ・ 若者総合計画」 の改定について 

 

１ 、 豊島区子ど も ・ 若者総合計画の位置づけ・ 他の計画と の関連 

○令和２ 年４ 月「 すべての子ど も・ 若者の権利が保障さ れ豊かな文化の中で自分

ら し く 成長でき る ま ちづく り 」 を 基本理念と し て、「 豊島区子ど も プラ ン」 を 継

承し つつ、「 子ど も の権利推進計画」「 子ど も の貧困対策についての計画」 と し て

も 位置付けた計画と し て策定。  

○「 豊島区基本計画」 の子ども 若者福祉分野の計画と し て位置づけら れている 。  

○社会福祉法の規定に基づいて策定さ れる「 豊島区地域保健福祉計画」 の子ど も

分野の計画と し ても 位置付けら れている 。  

 

○こ ど も 基本法(令和４ 年法律第７ ７ 号)の第１ ０ 条において、 都道府県は、 国の

大綱を 勘案し て、 都道府県こ ど も 計画を作成する よ う 、 ま た、 市町村は、 国の大

綱と 都道府県こ ど も 計画を勘案し て、市町村こ ど も 計画を 作成する よ う 、それぞ

れ、 努力義務が課せら れている 。 今回の改定はこ れを踏ま えて行う 。  

 

２ 、 計画の対象 

原則と し て０ 歳から ３ ０ 歳（ 一部の施策では概ね３ ９ 歳） ま での子ど も 、若者

及び子育て家庭 

 

３ 、 計画期間 

・ 現在の計画         令和２ 年度～令和６ 年度ま での５ 年間 

・ 改定後の次期計画（ 予定）   令和７ 年度～令和１ １ 年度ま での５ 年間 

 

４ 、 計画改定の主な予定 

 ○令和５ 年度（ 済）  

   区民ニーズ調査、 ヒ アリ ング調査、 調査結果の分析 

※就学前児童保護者と 小学生保護者の調査結果を 、「 子ど も ・ 子育て支援

事業計画」 策定に必要な幼児教育・ 保育等の利用状況と 利用意向につい

て、 子ど も ・ 子育て支援事業計画で反映さ せていく 。  

  

○令和６ 年度 

計画案の検討、 計画事業の庁内調査、 計画案の作成、  

パブリ ッ ク コ メ ント の実施、 計画書の印刷 
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５ 、 計画案の策定を検討する 会議体 

検討組織 検討事項 

青少年問題協議会 ○豊島区子ど も 若者総合計画全体の検討 

子ど も の権利委員会 ○子ど も の権利推進に関する 計画の検討 

子ど も ・ 子育て会議 ○子ど も ・ 子育て支援事業計画に関する 検討 

 

６ 、 改定の全体ス ケジュ ール 

  別紙 子ど も 若者総合計画改定ス ケジュ ール参照 

 

 



子ども・若者総合計画改定スケジュール

【令和６年３月～令和７年３月】

月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1月 1 2 月 1 月 2 月 3 月

青少年問題協議会
定例会（全体会）

青少年問題協議会
専門委員会

子どもの権利委員会

子ども・子育て会議

子ども・子育て会議
専門委員会

基本構想・基本計画

教育大綱・教育ビジョン

議
会

議　　会

：区が実施するところ ：区民調査

：委員に検討いただくところ ：区民からの意見募集

関
係
す
る
計
画
の
改

定
予
定

《区民調査スケジュールの凡例》

計
画
案
改
定
全
体
予
定

審
議
会
の
開
催
予
定

掲載予定事業調査 掲載予定の重点事業

決定
小・中学生意見

聴取

若者意見

聴取

子ども・

若者総

合計画

の印刷

パブリックコメント

子ども用概要版

作成
計画の骨子案の

作成・検討

計画の体系案の検討

子ども・子育て事業計画の量の見

込み案の検討

６年度第１回

 骨子案の検討

６年度第２回

 素案の検討
６年度第３回

 素案の確定

答

申

5年度第3回

 アンケート調査

5年度第5回

 実施状況報告
６年度第１回

 骨子案の検

討

６年度第２回

 体系案の検

討

６年度第３回

 5年度実施状

況の検証

 計画案の検討

６年度第６回

 答申案の確認

６年度第４回

 5年度実施状

況の検証

 計画案の検討

６年度第５回

 5年度実施状

況報告書の確認

 答申案の検討

5年度第4回

 答申
６年度第１回

（諮問）

 子どもの権利推進

計画の改定について

６年度第２回

 体系案の検討

６年度第３回

 5年度実施状況

の検証

 計画案の検討

６年度第４回

 5年度実施状

況の検証

 計画案の検討

６年度第５回

 5年度実施状

況の検証

5年度第2回

 実施状況と今
６年度第１回 5/17

（諮問）

 子ども子育て支援事

業計画の改定

６年度第２回 9/3

 子ども子育て支

援事業計画の検討

６年度第３回 10/28

 素案の検討

青少協へ中間報告

事前検討会

 区の保育園

の現状につい

て

第２回 第３回

中間とりまとめ
第４回、第５回

〇基本構想（体

系案）

〇基本構想（素案）

〇基本計画（骨子）
〇基本計画（施策案を４回に分けて検討） 〇基本計画（計画

の施策について）

〇基本計画

（素案）
〇基本構想（計画

案）

〇基本構想・基

本計画（答申）

第５回検討委員

会

第６回検討委員会

〇アンケート結果、教

育大綱素案の反映検

第７回検討委員会

〇大綱・子どもの意

見反映の素案策定

第８回検討委員会

〇教育ビジョン素案策定

第９回検討委員会

〇教育ビジョン（答

第４回定例会

・パブコメの実施

パブリック

コメント

教育大綱 パブリックコメント

教育ビジョン パブリックコメント

青少協へ意見提出

青少協へ意

見提出 青少協へ意見提出

第１回

令和6年5月17日

第1回子ども・子育て会議
資料6



  

令和6年5月17日

第1回子ども・子育て会議
資料7

保護者へのアンケート 結果について前回と の比較 

 

34.7

54.6

27.2

57.9

58.4

32.8

19.9

40.4

8.4

7.2

6.5

31.3

12.7

4.5

2.4

13.3

8.0

9.6

2.3

2.6

23.9

51.0

21.0

55.0

56.0

29.8

23.0

45.1

8.4

12.5

6.90

23.3

9.3

4.2

3.2

13.3

7.7

8.9

2.9

2.7

18.2

49.0

15.8

62.7

65.8

29.7

34.2

38.0

4.9

11.7

6.6

18.7

7.3

3.0

2.5

15.6

12.1

11.5

5.4

1.7

25.2

54.3

26.8

52.6

51.0

31.0

19.4

47.1

11.3

7.0

6.5

30.5

13.0

3.8

3.4

10.7

5.1

6.5

2.3

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

母親や乳幼児の健康診査・予防接種等の母子健康事業の充実

休日・夜間診療などの小児医療体制の充実

子育て期の生活環境・住環境の整備

子どもが安心して遊べる公園等の屋外遊び場の整備

子どもが事故や犯罪に巻き込まれない環境整備

幼稚園・小中学校における教育内容や教育環境の充実

小学生、中高生が安心して過ごせる、子ども同士の交流・活動の場

の整備

子育てに関する手当の充実や子育てにかかる経済的負担の軽減

在宅で子育てをしている家庭への支援サービスの充実

障害のある子どもや、ひとり親家庭などへの特に配慮を必要とする

家庭への支援の充実

子育てに関する相談支援・情報提供・学習機会の充実

仕事と子育ての両立を支援する保育サービスの充実

育児休業制度の拡充、労働時間の短縮など企業の子育て支援の取

り組みの促進

家事・育児への男女共同参画の意識づくりの推進

子育て支援グループや地域団体などの活動支援、ネットワークづくり

の推進

児童虐待やいじめなどの権利侵害に対する対応の強化

小中学生が、学校・スキップ・中高生センタージャンプ以外で安心して

相談できる場と人の整備

子ども食堂、無料学習支援事業の充実

その他

無回答

①子育て支援に関する施策や事業について、どのようなことを望みますか

（複数回答）

H30就学前保護者 R5就学前保護者 H30小学生保護者 R5小学生保護者

（％）
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17.3

12.7

27.1

2.0

19.8

6.5

19.0

32.1

30.6

12.9

31.6

9.1

8.4

5.7

4.6

12.3

1.5

5.1

1.5

17.3

11.8

20.3

1.0

17.3

5.5

11.3

35.0

27.9

12.9

26.0

7.5

8.8

8.9

8.3

10.4

2.1

7.2

4.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

子どもの病気や発育に関する情報

子どもの食事や栄養に関する情報

子どもの遊ばせ方やしつけに関する情報

虐待防止に関する情報

医療機関に関する情報

子育てに関する相談窓口の情報

保育園、保育施設、幼稚園等に関する情報

音楽教室・体育教室などの習い事や塾の情報

小学校（区立、私立）に関する情報

中学校など子どもの進路や進学に関する情報

子どもと一緒に外出できる遊び場や施設等の情報

外出先のベビーベッドや授乳スペース、おむつ替えスペー

ス等の情報

子育て支援に関する区の施策や事業等に関する情報

ベビーシッターやホームヘルパー等自宅での保育サービス

に関する情報

子育てサークル等、親同士のネットワ ークに関する情報

駅や歩道橋等のエレベーター、エスカレーター設置に関す

る情報

その他

特にない

無回答

②現在、子育てに関してどのような情報が欲しい、あるいは不足

していると感じますか(３つまで）

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）
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78.2

21.7

0.1

81.0

18.9

0.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

利用している

利用していない

無回答

③ ★お子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保

育の事業」を利用していますか

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）

24.4

6.1

64.1

0.5

4.2

0.3

0.3

1.6

0.9

1.9

1.0

0.9

1.2

13.6

5.0

57.5

0.6

2.0

0.0

0.1

2.1

1.0

2.6

0.6

0.4

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業

のうち定期的な利用のみ）

認可保育所（国が定める基準に適合した施設で東京都の認可

を受けた定員20人以上のもの）

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）

小規模保育施設（対象年齢０～３歳未満、豊島区が審査確認

し認可施設として設置した定員６～19人の施設）

家庭的保育（対象年齢０～３歳未満、家庭的な雰囲気のもと

で、５人以下の子どもを保育する事業）

事業所内保育施設（事業所の保育施設などで従業員の子ども

と地域の子どもを一緒に保育する施設）

認証保育所（認可保育所ではないが、東京都が認証した施設）

企業主導型保育（企業が従業員の働き方に応じて設置する保

育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設）

その他の認可外保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの自

宅で保育する事業）

ファミリー・サポート・センター（ファミリー・サポート・センターに

登録している地域住民が子どもを預かる事業）

その他

③－１ ★の設問で「１．利用している」を選んだ方]お子さんは、平

日の定期的な教育・保育事業としてどのようなものを利用していま

すか(複数回答)

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）
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44.9

52.3

2.8

56.2

40.3

3.5

0 10 20 30 40 50 60

できれば利用したい

利用したいとは思わない

無回答

④「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」

と思われましたか

ア施設型（保育園や病院等で実施している病児・病後児保育）

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）

21.3

55.1

23.6

33.7

55.4

11.0

0 10 20 30 40 50 60

できれば利用したい

利用したいとは思わない

無回答

⑤「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」

と思われましたか

イ訪問型（ヘルパーや看護師による居宅訪問型保育）

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）
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8.9

7.9

2.2

0.0

2.3

0.8

75.5

9.3

6.9

2.8

0.0

10.2

1.1

73.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

一時預かり（私用など、理由を問わず、保育所や子ども家庭支援

センターなどで一時的に子どもを保育する事業）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業の

うち、不定期に利用する場合のみ）

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業）

夜間養護等事業：トワ イライトステイ（児童養護施設などで休日・

夜間に子どもを保護する事業）

ベビーシッター

その他

利用していない

⑥日中の定期的な保育や病気のため以外に、親の通院、不定期の

就労や私用、リフレッシュ等の目的で不定期に利用している事業はあ

りますか(複数回答)

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）

55.1

42.1

69.2

29.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用したい

利用する必要はない

⑦お子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、事

業を利用する必要があると思いますか

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッ

シュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等

不定期の就労

その他

⑦－１ お子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的

で、事業を利用する必要があると思いますか (⑦のうち、利用を希望

する目的について、複数回答)

H30就学前保護者 R5就学前保護者

（％）


